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宮崎県告示第 120号

児童福祉法（昭和22年法律第 164号）第21条の５の３第１項の規

定により、次のとおり指定障害児通所支援事業者の指定をした。

平成29年２月16日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

事 業 等

の 種 類

指 定

年月日

指 定 障 害 児 通 所
支 援 事 業 者

指 定 障 害 児 通 所
支 援 事 業 所事 業 所

番 号 主たる事務
所の所在地

名 称所 在 地名 称

児童発達支援、
放課後等デイサ
ービス

平成29年２月１日都城市志比田町56
42湿６

株式会社 Tak
Project

都城市久保原町３
湿14湿１

スマイル 五十市4550200382

宮崎県告示第 121号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道

路の区域を次のとおり変更する。

なお、関係図面は、平成29年２月16日から平成29年３月２日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成29年２月16日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

延 長

（メートル）

敷地の
幅 員

（メートル）

新旧

の別
区 間路線名

道路の

種 類

路線

番号

70．811．0～

21．6

旧延岡市北方

町川水流字

舟戸ノ上卯

1466番３地

先から同市

同町川水流

国道 2

18号

国道

70．815．9～

25．6

新

同字卯1465

番１地先ま

で

宮崎県告示第 122号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道

路の供用を次のとおり開始する。

なお、関係図面は、平成29年２月16日から平成29年３月２日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成29年２月16日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

供用開始の期日区 間路線名
道路の

種 類

路線

番号

平成29年２月16日延岡市北方

町槇峰字松

上祝子

綱の瀬

県道214
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蒼ノ下未 4

94番４地先

から同市同

町槇峰同字

未 492番１

地先まで

線

宮崎県告示第 123号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成12年法律第57号）第７条第１項の規定により、次のとおり

土砂災害警戒区域を指定する。

なお、土砂災害警戒区域の表示については、次の図のとおりとす

る。

平成29年２月16日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

土砂災害警戒区域
の 渓 流 番 号 又 は
箇 所 番 号

地 区 名市町村名

急傾斜地の崩壊英湿１湿2090千 谷小 林 市

急傾斜地の崩壊英湿１湿2090湿新臼千谷湿新臼

急傾斜地の崩壊衛湿１湿5351瀬田尾湿１

土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

土砂災害特別警戒
区 域 の 渓 流 番 号
又 は 箇 所 番 号

地 区 名市町村名

急傾斜地の崩壊Ⅰ湿１湿2090湿新臼千谷湿新臼小 林 市

急傾斜地の崩壊衛湿１湿5351瀬田尾湿１

（「次の図」は、省略し、その図面を宮崎県県土整備部砂防課及

び小林土木事務所に備え置いて縦覧に供する。）

宮崎県告示第 124号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成12年法律第57号）第９条第１項の規定により、次のとおり

土砂災害特別警戒区域を指定する。

なお、土砂災害特別警戒区域の表示及び建築物の構造の規制に必

要な衝撃に関する事項については、次の図のとおりとする。

平成29年２月16日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

（「次の図」は、省略し、その図面を宮崎県県土整備部砂防課及

び小林土木事務所に備え置いて縦覧に供する。）

公公 告告

労働関係調整法（昭和21年法律第25号）第37条第１項の規定によ

り、井上病院労働組合から次のとおり争議行為を行う旨の通知があ

った。

平成29年２月16日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 争議行為の目的

2017年度賃金および諸要求について

２ 争議行為の日時

平成29年２月28日 午前８時30分から争議解決に至るまで

３ 争議行為を行う場所

宮崎市大字芳士80番地

医療法人清芳会 井上病院内

４ 争議行為の概要

ストライキを含むいっさいの争議行為

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第89条の２第９項の規定に

より、畝倉地区県営土地改良事業（えびの市、県営畑地帯総合整備

事業）に係る換地処分をした。

平成29年２月16日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

選挙管理委員会告選挙管理委員会告示示

宮崎県選挙管理委員会告示第７号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条第１項及び第75条第１

項に規定する選挙権を有する者の総数の50分の１の数並びに同法第

76条第１項、第81条第１項及び第86条第１項並びに地方教育行政の

組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第 162号）第８条第１項

に規定する選挙権を有する者の総数の３分の１の数（その総数が40

万を超え80万以下の場合にあっては、その40万を超える数に６分の

１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得

た数、その総数が80万を超える場合にあっては、その80万を超える

数に８分の１を乗じて得た数と40万に６分の１を乗じて得た数と40

万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数）は、平成29年２

月６日現在次のとおりである。

平成29年２月16日

宮崎県選挙管理委員会委員長 吉 瀬 和 明

選挙権を有する者の総数の50分の１の数 18，655人

選挙権を有する者の総数の３分の１の数（その総数が40万を超え

80万以下の場合にあっては、その40万を超える数に６分の１を乗じ

て得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数、そ

の総数が80万を超える場合にあっては、その80万を超える数に８分

の１を乗じて得た数と40万に６分の１を乗じて得た数と40万に３分

の１を乗じて得た数とを合算して得た数） 216，589人

宮崎県選挙管理委員会告示第８号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第80条第１項に規定する選挙

権を有する者の総数の３分の１の数（その総数が40万を超え80万以

下の場合にあっては、その40万を超える数に６分の１を乗じて得た

数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数

が80万を超える場合にあっては、その80万を超える数に８分の１を

乗じて得た数と40万に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を

乗じて得た数とを合算して得た数）は、平成29年２月６日現在次の

とおりである。

平成29年２月16日

宮崎県選挙管理委員会委員長 吉 瀬 和 明

児湯郡選挙区 19，798人
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宮崎県選挙管理委員会告示第９号

政治資金規正法（昭和23年法律第 194号）第６条第１項、第７条

第１項及び第17条第１項の規定により、政党その他の政治団体から

設立、異動及び解散の届出があったので、同法第７条の２第１項及

び第17条第３項の規定により、次のとおり告示する。

平成29年２月16日

宮崎県選挙管理委員会委員長 吉 瀬 和 明

１ 設立届

○その他の政治団体

（イ）国会議員関係政治団体以外の政治団体

届出年月日主たる事務所の所在地会計責任者の氏名代表者の氏名政治団体の名称

平成28年９月12日
東諸県郡国富町大字八代北俣2450番
地３

緒 方 貢永 峰 常 雄中別府尚文後援会

平成28年９月21日西都市大字下三財8385番地楠 瀬 和 彦楠 瀬 寿 彦くすのせ寿彦後援会

平成28年10月７日えびの市大字榎田 583番地22蓑 田 敦 子蓑 田 藤次郎全日本同和対策評議会・新興会

平成28年11月２日東諸県郡国富町大字木脇1218番地12日 窓 千 年中 村 畩 幸日窓ちとし後援会

平成28年11月９日延岡市柚の木田町1307番地今 井 厚 子田 中 聖 子
輝くふるさとをよみやま洋司とつ
くる会

平成28年12月21日児湯郡高鍋町大字北高鍋1129黒 木 美佐子黒 木 敏 之黒木としゆき後援会

平成28年12月22日西諸県郡高原町大字西麓 610番地増 田 正 澄村 原 國 雄高妻つねのぶ後援会

２ 異動届

○政党の支部

異動年月
日

旧新異 動 事 項代表者の氏名政治団体の名称

平成28年
９月24日

新 見 昌 安河 野 哲 也代 表 者

河 野 哲 也公明党宮崎県本部

河 野 哲 也重 松 幸 次 郎会 計 責 任 者

平成28年
９月26日

黒 木 孝 光堀 内 義 郎会 計 責 任 者福 永 広 文自由民主党三股支部

平成28年
11月10日

延岡市浜町 288湿２延岡市富美山町 451湿３主たる事務所の所在地

小 野 正 二公明党宮崎第二総支部 河 野 哲 也小 野 正 二代 表 者

小 野 正 二三 上 毅会 計 責 任 者

平成28年
12月26日

坂 田 武 人阿 部 安 子会 計 責 任 者松 田 謙一郎自由民主党南郷支部

○その他の政治団体

異動年月
日

旧新異 動 事 項代表者の氏名政治団体の名称

平成27年
１月１日

木 村 哲 三松 田 勝 則代 表 者松 田 勝 則県北をかえよ会

平成27年
４月１日

田 辺 清 緑佐 藤 高 則代 表 者佐 藤 高 則清友会

平成27年
５月23日

野 田 浩 一荻 原 晴 巳代 表 者荻 原 晴 巳
宮崎県行政書士政治連
盟

平成28年
５月１日

延岡市安賀多町４湿４湿
１

延岡市恒富町１湿８湿14主たる事務所の所在地井 本 英 雄いもと会

平成28年
９月１日

藤 原 咲田 原 新 一会 計 責 任 者淵 上 鉄 一宮崎県商工政治連盟
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平成28年
９月23日

新内友靖後援会しんない友靖後援会政 治 団 体 の 名 称

松 原 和 巳しんない友靖後援会

坂 元 達 男松 原 和 巳代 表 者

平成28年
10月１日

田 原 新 一近 藤 美 香会 計 責 任 者淵 上 鉄 一宮崎県商工政治連盟

平成28年
10月３日

渡 邉 博 文井 川 裕 二 朗会 計 責 任 者谷 口 理一郎
日本薬業政治連盟宮崎
県支部

平成28年
10月11日

都城市南鷹尾町18街区23
号

都城市南鷹尾町2197番１主たる事務所の所在地松 原 和 巳しんない友靖後援会

平成28年
11月１日

島 津 浩 俊浅 野 龍 昇会 計 責 任 者百 野 啓 介政経会

平成28年
11月１日

岩 倉 正 彦浅 野 龍 昇会 計 責 任 者松 本 嗣 夫
新しい宮崎市の未来を
ともにつくる会

平成28年
11月１日

馬 場 隆 之浅 野 龍 昇会 計 責 任 者山 村 善 教宮崎を考える会

平成28年
11月22日

都城市上川東１丁目25湿
７

都城市栄町18番９号１階主たる事務所の所在地池 田 宜 永スマイルシティ研究会

平成28年
12月１日

倉 掛 正 志豊 島 美 敏会 計 責 任 者米 良 充 典
日本商工連盟宮崎県地
区連合会

平成28年
12月１日

倉 掛 正 志豊 島 美 敏会 計 責 任 者米 良 充 典宮崎を元気にする会

平成28年
12月１日

宮崎市江平東町６湿11
２階

宮崎市老松２丁目１番12
号１階

主たる事務所の所在地齊 藤 一 生
全国小売酒販政治連盟
宮崎県支部

平成28年
12月８日

宮崎市広島２丁目２湿19
ノベハイツ 402号

宮崎市生目台東１丁目６
湿８

主たる事務所の所在地

鳥 飼 謙 二岩切たつや後援会 田 口 三 朗鳥 飼 謙 二代 表 者

小 川 順 平牧 野 幹 雄会 計 責 任 者

平成28年
12月14日

宮崎県獣医師政治連盟宮崎県獣医師連盟政 治 団 体 の 名 称足 利 忠 敬宮崎県獣医師連盟

平成28年
12月20日

松 岡 由 起 子松 本 博代 表 者松 本 博
「松岡のぶひろ」を支
える会

平成28年
12月26日

中 原 嘉 彦河 野 英 樹代 表 者河 野 英 樹大村嘉一郎後援会

３ 解散届

○その他の政治団体

解散年月日主たる事務所の所在地会計責任者の氏名代表者の氏名政治団体の名称

平成27年１月１日
児湯郡高鍋町蚊口浦5131湿16 ピュ
アタウンＤ棟

黒 木 かよ子黒 木 康 朗黒木博行後援会

平成27年５月30日日南市大字星倉1827湿２深 川 勝 子深 川 保 典かえよう日南！市民の会

平成27年５月31日小林市細野3267番地久保田 フサ子久保田 恭 弘久保田恭弘後援会

平成27年８月10日西諸県郡高原町大字広原5414湿68森 山 勇森 山 勇活力ある高原町を創る会

平成28年８月31日延岡市北一ヶ岡２丁目７湿３松 田 悦 子松 田 勝 則県北をかえよ会

平成28年９月27日延岡市古城町４丁目6114湿23大 西 幸 二大 西 幸 二大西幸二グリーンパーティ

平成28年11月30日児湯郡川南町大字川南5955番地１今 井 千鶴子山 名 捨 身今井伸二後援会

平成28年12月９日東諸県郡国富町大字三名1936渡 辺 脩 二長 友 信 博河野利美後援会

宮崎県選挙管理委員会告示第10号

政治資金規正法（昭和23年法律第 194号）第17条第１項の規定に

より、解散した政治団体の代表者及び会計責任者から提出された収

入及び支出に関する報告書の要旨は、次のとおりである。

平成29年２月16日
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宮崎県選挙管理委員会委員長 吉 瀬 和 明

（ その他の政治団体 ）

政治団体の名称 黒木博行後援会

報告年月日 平成28年９月14日

（平成27年分）

１ 収入・支出の総額

茨 収入総額 0円

ア 前年繰越額 0円

イ 本年収入額 0円

芋 支出総額 0円

政治団体の名称 久保田恭弘後援会

報告年月日 平成28年９月15日

（平成27年分）

１ 収入・支出の総額

茨 収入総額 0円

ア 前年繰越額 0円

イ 本年収入額 0円

芋 支出総額 0円

政治団体の名称 かえよう日南！市民の会

報告年月日 平成28年９月20日

（平成27年分）

１ 収入・支出の総額

茨 収入総額 0円

ア 前年繰越額 0円

イ 本年収入額 0円

芋 支出総額 0円

政治団体の名称 活力ある高原町を創る会

報告年月日 平成28年９月26日

（平成27年分）

１ 収入・支出の総額

茨 収入総額 56，160円

ア 前年繰越額 0円

イ 本年収入額 56，160円

芋 支出総額 56，160円

２ 収入・支出の内訳

茨 収入の内訳

イ 寄附 56，160円

契 寄附（内訳別掲）

ａ 個人からの寄附 56，160円

合 計 56，160円

［寄附の内訳］

ア 個人からの寄附

森山 勇 56，160円 高原町

小 計 56，160円

芋 支出の内訳

イ 政治活動費 56，160円

径 機関紙誌の発行その他の事業費 56，160円

ａ 機関紙誌の発行事業費 56，160円

合 計 56，160円

政治団体の名称 県北をかえよ会

報告年月日 平成28年９月27日

（平成27年分）

１ 収入・支出の総額

茨 収入総額 0円

ア 前年繰越額 0円

イ 本年収入額 0円

芋 支出総額 0円

（平成28年分）

１ 収入・支出の総額

茨 収入総額 0円

ア 前年繰越額 0円

イ 本年収入額 0円

芋 支出総額 0円

政治団体の名称 大西幸二グリーンパーティ

報告年月日 平成28年９月27日

（平成27年分）

１ 収入・支出の総額

茨 収入総額 0円

ア 前年繰越額 0円

イ 本年収入額 0円

芋 支出総額 0円

（平成28年分）

１ 収入・支出の総額

茨 収入総額 0円

ア 前年繰越額 0円

イ 本年収入額 0円

芋 支出総額 0円

政治団体の名称 今井伸二後援会

報告年月日 平成28年12月８日

（平成28年分）

１ 収入・支出の総額

茨 収入総額 0円

ア 前年繰越額 0円

イ 本年収入額 0円

芋 支出総額 0円

政治団体の名称 河野利美後援会

報告年月日 平成28年12月15日

（平成28年分）

１ 収入・支出の総額

茨 収入総額 1，831，265円

ア 前年繰越額 1，831，053円

イ 本年収入額 212円

芋 支出総額 253，466円

２ 収入・支出の内訳

茨 収入の内訳

カ その他の収入 212円

契 10万円未満の収入 212円

合 計 212円

芋 支出の内訳

ア 経常経費 188，000円
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契 人件費 188，000円

イ 政治活動費 65，466円

契 組織活動費 65，466円

合 計 253，466円

宮崎県選挙管理委員会告示第11号

政治資金規正法（昭和23年法律第 194号）第19条第２項及び第３

項の規定により、資金管理団体の指定、届出事項の異動及び指定取

消の届出があったので、同法第19条の２第１項の規定により、次の

とおり告示する。

平成29年２月16日

宮崎県選挙管理委員会委員長 吉 瀬 和 明

届出年月日主たる事務所の所在地資金管理団体の名称公職の種類届出者

平成28年12月21日児湯郡高鍋町大字北高鍋1129黒木としゆき後援会高鍋町長黒 木 敏 之

１ 指定届

○その他の政治団体

２ 異動届

○その他の政治団体

異動年月日旧新異動事項資金管理団体の名称届出者

平成16年３月22日
東臼杵郡門川町上町４丁
目14

東臼杵郡門川町大字門川
尾末3884湿１

主たる事務所の
所在地

政友会米 良 政 美

平成28年11月22日
都城市上川東１丁目25湿
７

都城市栄町18番９号１階
主たる事務所の
所在地

スマイルシティ研究
会

池 田 宜 永

取消年月日資金管理団体の名称届出者

平成28年11月11日政友会米 良 政 美

３ 取消届

○その他の政治団体
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